
（３－４） 

仕  様  書 

 

１ 業務名称 

大阪急性期・総合医療センターの夜間帯における看護補助業務及びその他付随

する業務の労働者派遣業務（単価契約） 

 

２ 派遣予定期間及び派遣予定人数 

（１）派遣予定期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（２）派遣予定人数 

    １２名程度  （内訳）： ナイトサポーター（看護補助 資格なし） 

 ※令和７年４月１日までに１２名揃った状態で勤務開始できる体制を必ず整える

こと。また、同日までに新規入職者に対して、健康診断を必ず受診させること 

 ※同一人の１人・１週当たりの勤務日数は、５日以上とし、その場合、毎日の勤務

者数が上記の人数を下回らないようにすること。 

 ※また、退職等による派遣者の入れ替えにおいても、上記の人数を必ず確保してお

くこと。 

 

３ 派遣労働者の就業日等 

(１) 就業日 ：配属先シフトに準ずる 

  

（２）就業時間：月曜日～金曜日の１６時００分から２３時００分までの間 

１日６.２５時間とする。 

休憩時間については、４５分 

ただし、就業時間・休憩時間共に都合により変動あり 

 

（３）就業場所：大阪急性期・総合医療センター 

（大阪市住吉区万代東 3丁目 1番 56号） 

 

（４）発注予定数量：１８，０００時間 

（１人あたりの月勤務予定時間１２５時間×１２ヶ月×１２名） 

 ただし、予定数量であり発注量を約束するものでない 

 

４ 業務内容 

 病棟での看護補助業務全般 

（別紙 1「ナイトサポーター業務内容一覧」及び派遣先指揮命令者の指示に基づき実施すること。） 

 

５ 派遣労働者の条件 

基本契約書に定めるものとする。 

 


